
 

 

 

第７期和泉市障がい福祉計画及び第３期和泉市障がい児福祉計画策定について 

 

１．概要 

  ◆障がい福祉計画 

障がい者計画の基本理念や施策の方針に基づき、障がい福祉サービス及び相談支援、

地域生活支援事業等について、提供体制の確保に係る目標や必要な量の見込み、

地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項等を定める計画 

◎根拠法令：障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第８８

条第１項(市町村障害福祉計画) 

 

〈参考〉障がい者計画 

      ｢障がいのある人もみんないきいき共に暮らせるまち・和泉｣を基本理念として、今後

の障がいのある人に係る施策・事業の基本的な展開方向を示し、市行政の指針とな

るとともに、市民をはじめ関係機関・団体、サービス提供事業者、企業等が一体となっ

て目標とする社会を築くための指針として位置づけられた計画 

      ◎根拠法令：障害者基本法第１１条第３項(市町村障害者計画) 

 

２．計画の策定期間 

   障がい福祉計画及び障がい児福祉計画の策定期間は、以下のとおりです。 
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３．第７期和泉市障がい福祉計画及び第３期和泉市障がい児福祉計画策定について 

国の「基本指針」及び大阪府の「基本的な考え方」に基づき、障がい福祉サービス、相

談支援、地域生活支援事業の提供体制の確保に関する目標・各年度における必要な量

の見込み・地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項等を定めるものです。ま

た、障がい者等の心身の状況や置かれている環境等を把握するためにアンケート調査

を実施します。 

なお、計画策定に関するスケジュールは別紙参照。 
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